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※国や県との人事交流によるものを含みます。

　　※本表の職員数には、市長、副市長、教育長は含まれておりません。

　　※人件費には、一般職と特別職の職員の給与、報酬のほか共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害補償費等を含みます。

　※再任用職員は除いています。

２　給与の状況
(1)　人件費の状況（普通会計決算見込額）　

区分
住民基本台帳人口 歳出額

実質収支
人件費 人件費率 （参考）

（H25年度末） A B （Ｂ／Ａ） 平成24年度の人件費率

平成25年度 100,250人 44,642,271千円 1,789,670千円 7,709,105千円 17.3% 18.0%

50人 2人 13人

構成比 11.2% 14.5% 45.3% 16.4% 9.7% 0.4% 2.5%

25.4.1
構成比

7.6% 19.5% 41.6% 17.5% 10.8% 0.6% 2.5%

職員数 58人

36歳 40歳 44歳 48歳

～

人 人 人

4級 5級 6級 7級 計

代表的な職
主事 主任 係長 課長補佐 課長 参事 部長

(再任用除く)
技師 (再任用除く) 会計管理者 総合支所長

　エ　一般行政職の級別職員の状況（平成26年4月1日現在）　

区分 未満 ～ ～ ～ 以上

23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 55歳 59歳43歳 47歳 51歳

～ ～ ～

　退職者数（H25.4.1～H26.3.31)

区分
主な増減理由

（平成26年）

花巻市の人事行政の運営等の状況

１　任免及び人数の状況
(1)　採用及び退職の状況（平成25年度）

　採用者数（H26.4.1付採用）

（a）

新規採用

　ア　職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日）

項目

(2)　職員定数管理の状況

平成26年

一般職員

新規再任用 退職者 再任用満了

36人 6人
85人 6人

　　平成18年１月１日（合併の日）から平成27年度までの約10年間で240人(約20.2%)の縮減を数値目標と

平成26年

943人

△49人△30人 △30人 △12人

区分

職員数

増減数

　イ　定員適正化計画の年次別実績（各年4月1日現在）

平成25年 対前年増減数

（b） (a)-(b)

合計 943人 992人 △49人

その他 424人 461人 △37人

一般行政職 519人 531人

事務の統廃合等による

△12人

人

対目標達成率

　した計画を合併時に策定し、平成26年において当初の目標を達成しました。

　※対目標達成率は、平成18年1月1日(合併の日)から当該年までの累積増減数による率を表しています。

　ウ　一般行政職の年齢別職員構成の状況（平成26年4月1日現在）　

50.4% 62.9% 75.4% 80.4% 100.8%

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

1,064人 1,034人 1,004人 992人

△31人

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 52歳 56歳 60歳

計～ ～ ～

　※本表の職員数は、保健師、保育士、消防職、幼稚園教諭及び税務、福祉の担当職員などを除いた一般行政職員の級別職員数です。

人 人

職員数 4 22 26 23 47 66 89 67 50 54 69 2 519

区分 1級 2級 3級

人 人 人 人 人 人 人

75人 234人 85人

100.0%

517人

100.0%
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技能労務職 298,600円 47.8歳 減額前 286,850円 49.9歳

減額後 272,119円

　　　　※国の平均給料月額は、平成25年4月1日現在のものです。

(5)　給与水準の状況

一般行政職 308,100円

　当該団体の給与水準を他の団体や国と比較する方法としてラスパイレス指数による方法がとられて
います。このラスパイレス指数は、比較団体相互間の職員構成を同一にして、職種別、学歴別及び経
験年数別に区分した職員数と平均給料月額を用いて算出するものです。
　国(給与削減措置後)を100とした場合の平成25年4月1日現在における本市職員のラスパイレス指数
は、99.0です。

　※給与費は当初予算に計上された額です。

　※職員給与費には、給料及び扶養、通勤、住居等の諸手当を含み、退職手当負担金・児童手当は含みません。

(3)　職種別・学歴別初任給及び経験年数別平均給料月額の状況（平成26年4月1日現在）

採用２年経過後の給料額 146,700円

経験
年数

　７年以上１０年未満 -

１０年以上１５年未満 218,800円

１５年以上２０年未満 257,100円

区分
花巻市 国

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

(4)　平均給料月額と平均年齢の状況（平成26年4月1日現在）

一
般
行
政
職

大
学
卒

初任給

採用２年経過後の給料額

経験
年数

７年以上１０年未満

１０年以上１５年未満

高
校
卒

初任給

採用２年経過後の給料額

経験
年数

　７年以上１０年未満

(2)　給与費の状況（平成26年度一般会計当初予算・一般職）

職員数 給与費 一人当たり給与費

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B B/A

926人 3,365,618千円 649,144千円 1,173,002千円 5,187,764千円 5,602千円

１５年以上２０年未満 264,700円

技
能
労
務
職

高
校
卒

初任給 137,200円

減額前 332,446円 43.1歳

減額後 307,220円

43.2歳

304,700円

140,100円

161,600円

178,800円

207,700円

255,300円

１５年以上２０年未満

149,800円

190,500円

１０年以上１５年未満 223,500円
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寒冷地手当

基準日（11月から3月までの各月の初日）に在職する
職員に支給（ただし、東京事務所に勤務する職員を
除く）11月から3月までの間において、月額7,360円
から、17,800円までの範囲で定額支給

同 63,081千円 66,895円

管理職員特別
勤務手当

管理職員が週休日又は休日等に勤務した場合に支給
（勤務1回あたり8,000以内）

同 0千円

単身赴任手当

勤務所を異にする異動に伴い転居し、やむを得ない
事情により配偶者と別居し、単身で生活することと
なった職員等で、異動前の住居から勤務所までの距
離が原則60キロメートル以上の職員に対して、距離
に応じて、月額23,000円～45,000円の範囲で定額支
給

同 1,260千円 420,000円

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員の職のうち、指定す
る職にある職員に対して47,000円から70,800円まで
の範囲で定額支給

同 54,318千円 646,650円

住居手当

借家　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

単身赴任手当受給者の留守家族が借家に居住する場
合
職員本人が居住する場合の手当額の2分の1

同 34,415千円 296,684円

通勤手当

①電車・バスを利用する場合
運賃等相当額に応じて50,000円を上限として支給
②乗用車などを使用する場合
使用距離等に応じて2,000円から23,400円までの範囲
で支給
③異動により特急・高速道路などを利用することが
必要になった場合
負担している特急・高速道路料金などの額の2分の1
（20,000円を限度）を加算

同 67,654千円 83,524円

(6)　主な職員手当の状況

　ア　扶養手当、住居手当、通勤手当（平成26年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価

国の
制度
との
異同

支給実績
（25年度決
算見込）

支給職員１
人当たり平
均支給年額
（25年度決
算見込）

扶養手当

配偶者13,000円
配偶者以外の扶養親族
1人あたり6,500円
（ただし、扶養親族でない配偶者がある場合の1人目
は6,500円、配偶者がない場合の1人目は11,000円）
満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がい
る場合の加算額
1人につき、5,000円

同 118,018千円 228,276円
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※企業職(水道)を除く

※企業職(水道)を除く

※時間外勤務手当と休日勤務手当を合算したものです。

1) 1件当たり440円

2) 1件当たり440円

3) 1件当たり220円

4) 1回当たり3,300円

5) 1日当たり330円

6) 1日当たり330円

7) 1回当たり700円

8) 1回当たり1,100円

9) 1回当たり240円

※企業職(水道)を除く

支給総額 279,937千円 284,512千円

支給実績（平成25年度決算見込） 15,664千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算見込） 109,540円

職員全体に占める手当支給職員の割合 15.2%

320,757円

除雪車による除雪作
業、除雪車誘導

47千円

用地交渉手当
土地の取得、損失の保
障交渉に従事する職員

現地での土地取得又
は損失の交渉

72千円

清掃作業手当
不快な業務に従事する
職員

犬猫等死体処理

支給職員1人当たり平均支給年額（平成25年度決算見込） 870,804円

休日勤務手当

祝日法による土日等及び年末年始の休日等において
正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1
時間につき、勤務1時間当たりの支給額に135/100か
ら160/100までの範囲の割合に乗じて得た額を支給

同

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

神奈川県平塚市 6% 1人 6%

　ウ　時間外勤務等手当　（平成26年4月1日現在）

区分 平成25年度決算見込 平成24年度

47,787千円

夜間勤務手当

正規の勤務時間（午後10時から翌日の午前5時までの
間）に勤務することを命ぜられ勤務した全時間に対
して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額
に100分の25割を乗じて得た金額を支給

同 15,211千円

　イ　地域手当　（平成26年4月1日現在）

支給実績（平成25年度決算見込） 1,741千円

税務職員手当
市税の徴収に関する業
務に従事する職員

滞納処分

救急業務手当
消防組織法第12条に規
定する消防職員

救急患者救助、医療
機関への搬送

夜間特殊業務手当
消防組織法第12条に規
定する消防職員

夜間勤務 10,537千円

除雪作業手当
除雪作業に従事する職
員

　エ　特殊勤務手当　（平成26年4月1日現在）

職員１人当たり支給年額 318,473円

出動手当
消防組織法第12条に規
定する消防職員

火災、災害、救助の
ための現場出勤

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

376千円

左記職員に対する
支給単価

支給実績
（25年度決算見込）

220千円

4,380千円

32千円

行路死病人等取扱手当
社会福祉事務に従事す
る職員

行路病死人の取扱業
務

防疫作業手当
感染症等の防疫に従事
する職員

感染疾病者等輸送、
汚染物件の消毒
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※一般行政職の加算率

3級

4,5級

6,7級

※支給割合は、国と同じです。

※企業職(水道)を除く

　

月分

月分

月分

※平成26年7月1日から市長の月額を826,000円、副市長の月額を677,000円に改定しています。

※総付与日数には、前年からの繰越を含んでいます。

※対象職員は、市長部局(交代制勤務の除く)で、当該期間の採用者及び退職者並びに休職者及び育児休業者等を除いています。

議員 339,000円

　　なお、この勤務時間中に午後零時から60分の休憩時間を置く。（職員の勤務時間に関する規程第２条）

総付与日数 総使用日数 対象職員数 平均使用日数 消化率

（a） （b） （c） （b）/（ｃ） （b）/（a）

19,284日 4,918日 490人 10.0日 25.5%

区分 報酬等月額 期末手当

市長 898,000円

副市長 718,000円 6月期 1.425

議長 431,000円 12月期 1.575

副議員 369,000円 計 3.000

一般職員の退職手当の1人当たり平均支給額
（平成25年度）

22,684千円

(7)　特別職の報酬などの状況

勧
奨
・
定
年

勤続20年 27.0250月分 27.0250月分

　特別職の職員のうち、市長、副市長あるいは市議会議員の報酬などです。

○特別職の報酬など（平成26年4月1日現在）

勤続25年 36.5700月分 36.5700月分

勤続35年 52.4400月分 52.4400月分

最高限度 52.4400月分 52.4400月分

勤勉手当 0.645月分 0.645月分 1.290月分 1,275,998円

加算措置の状況（職務の級等による加算措置）

　カ　退職手当の状況（平成26年4月1日現在）

　　退職手当の額は、退職したときの給料月額にこの表に示すような支給率を乗じて得た額となります。

5.0%

10.0%

15.0%

　　この支給率は国と同じです。

区分 花巻市 国

自
己
都
合

勤続20年 21.6200月分 21.6200月分

勤続25年 30.8200月分 30.8200月分

勤続35年 43.7000月分 43.7000月分

最高限度 52.4400月分 52.4400月分

　オ　期末・勤勉手当の状況（平成26年4月1日現在）

区分 6月期 12月期 計 １人当たり平均支給年額

期末手当 1.225月分 1.375月分 2.600月分 （平成25年度決算見込）

３　勤務時間その他の勤務条件の状況

(2)　一般職員の年次有給休暇の使用状況（平成25年1月1日～平成25年12月31日）　

(1)　勤務時間の状況（正規の勤務時間）

　ア　職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分とする。

　　（花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第１項）

　イ　職員の勤務時間の割振りは、午前８時30分から午後５時15分までとする。
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要介護者の続柄枠 配偶者 父母 子 その他 計

0人 0人 0人 0人

　　※取得した職員は、ありませんでした。

 取得期間

取得職員数 0人

5月超え
6月以下

計

0人 0人 0人 0人 0人 0人

期間 1月以下

取得職員数 0人

1月超え
2月以下

2月超え
3月以下

3月超え
4月以下

4月超え
5月以下

　イ　部分休業の承認期間（平成25年度中に新たに取得した職員に限る。）

(5)　介護休暇の取得状況（平成25年度）

　　配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

計 1人 10人 1人

　ために、６月の範囲内で介護休暇を取得することができます。

期間
1年以下 1年超え 2年超え 3年超え 4年超え 5年超え

計
2年以下 3年以下 4年以下 5年以下

男性職員

0人 12人

男性職員 0人 0人 0人 0人 0人

0人 0人

0人 0人

女性職員 1人 10人 1人 0人 0人

0人 12人

　範囲内で部分休業を取得することが可能です。

　ア　育児休業の承認期間（平成25年度中に新たに取得した職員に限る。）

計
1年以下 1年6月以下 2年以下 2年6月以下 3年以下

　福祉と公務の円滑な遂行を確保するための制度として部分休業の制度を設けており、１日２時間の

1年6月超え 2年超え 2年6月超え6月以下 6月超え 1年超え
期間

(3)　特別休暇の導入状況（主な特別休暇と付与日数）（平成26年度）

内容

骨髄提供のための休暇 必要と認められる期間

ボランティア休暇 ５日の範囲内の期間

産後休暇 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間

生後１年に達しない子を育てる職員のその子の保育
のための時間

１日２回それぞれ１時間の期間

夏季休暇 原則として連続する５日の範囲内の期間

小学校終了までの子の看護のための休暇 １年に５日の範囲内の期間

(4)　育児休業及び部分休業の利用状況（平成25年度）

　　育児休業は最大で３年間取得可能であり、また、子を養育するための継続的な勤務を促進し、職員の

　　※取得した職員は、ありませんでした。

結婚休暇 連続する７日の範囲内の期間

産前休暇
６週間以内（母性保護のために必要がある場合は
８週間以内）に出産する予定である女性職員が請
求した場合、出産の日までの請求した期間

女性職員 0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人

0人 0人 1人 0人 0人 0人 1人

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

計
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その他 0人

計 0人 0人 1人 0人 1人

５　服務の状況（平成26年度）
　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて
これに専念しなければならないこととされています。この趣旨を具体的に実現するため、地方公務員法等に
よって、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守る義
務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限等、民間企業の勤労者とは異なる服務上
の強い制約が課されています。
　これらの服務規律を保持するため、懲戒制度が設けられており、その懲戒処分の状況は、４(２)のとおり
です。
　本市においては、花巻市職員倫理規程（平成25年5月2日花巻市訓令第8号）を制定し、職員が常に認識し
ておかなければならない基本的な心構えや職員が遵守すべき倫理行動基準を規定するとともに、職員の職務
に利害関係を有する者からの贈与の禁止及び制限等に関して規定しています。
　また、所属長による職員に対してコンプライアンスに関する訓示や、職員を対象とした公務員倫理研修を
開催する等、コンプライアンス推進体制の構築に向けた取組を行っています。

傷害・暴行による場合 0人

公職選挙法違反による場合 0人

道路交通法違反による場合 1人 1人

計 2人 0人 4人 7人 13人

禁錮 罰金 科料 計

0人

横領による場合 0人

(3)　刑事処分者数

事件の種類 懲役

収賄による場合

0人

収賄等関係 1人 1人

道路交通法違反 1人 3人 4人

監督責任 4人 4人 8人

一般非行関係

免職 停職 減給 戒告 計

給与・任用に関する不正 0人

一般服務違反関係 0人

19人

４　分限及び懲戒処分の状況（平成25年度）

0人

19人

降給 計

職に必要な適格性を欠く場合

勤務実績が良くない場合

(1)　分限処分者数

休職 降任処分事由 免職

0人

0人 20人

職制、定数の改廃等により廃職、過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合 1人

0人

処分の具体的事由

(2)　懲戒処分者数（行為別）

計 0人 20人 0人

1人

0人

心身の故障の場合

　※同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

条例で定める事由による場合
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　実施に向けて適切に対応してまいります。

- - - - -

(4)　不利益処分に関する不服申立の状況（平成25年度）

平成24年度末 平成25年度中 平成25年度中処理件数

係属件数 要求件数 却下 判定 係属件数

-- - - -

平成24年度末

(3)　勤務条件に関する措置の要求（平成25年度）

平成24年度末

係属件数 要求件数 却下 判定 係属件数

平成25年度中 平成25年度中処理件数 平成25年度末

　平成28年度から人事評価制度の導入が定められたため、具体的仕組みや運用方法の整備など、本格的

７　福祉及び利益の保護の状況
(1)　厚生福利事業の概要

技能労務職 企業職 計

対象職員数 受診者数 受診率

990人 954人 96.4%

3件

※臨時・非常勤職員は除く。

※通勤災害は含んでおりません。

0件 0件 2件

1,001人 974人 97.3%

(2)　公務災害補償の状況（平成25年度）

一般職

平成24年度認定件数 2件

平成25年度認定件数 2件 1件 0件

特別研修 政策法務研修、接遇研修、民間派遣研修等 17回 22日 469人

派遣研修 海外派遣研修、長期派遣研修等 36回 662日 54人

計 64回 710日 672人

　※長期派遣研修には、平塚市との人事交流研修が含まれております。

(2)　勤務成績判定の実施状況

　　日常の勤務実績と職務能力を適正に評価し、公正な給与処遇および昇任等を含む適切な職員配置の

　実現するため、平成21年度から全職員を対象として試行実施しております。地方公務員法改正により

○職員の健康診断の状況（平成25年度）

平成24年度

平成25年度

基本研修 職員初級研修、管理者研修等 11回 26日 149人

６　研修及び勤務成績の評定の状況
(1)　研修の実施状況（平成25年度）

研修区分 研修の概要 開催回数 日数(延べ） 修了者数


